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■事業報告
業務の適正を確保する体制
当行が業務の適正を確保するための体制は、次のとおりであります。

（1）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
法令等の遵守については、「コンプライアンス運用規程」、「コンプライア

ンス・ガイドブック」を策定し、コンプライアンス体制の確立を図るととも
に、コンプライアンス連絡会において「コンプライアンス・プログラム」
を年１回策定し、コンプライアンス研修等の実施状況について検証する。
法令等遵守の統括部署として本部に事務統括部コンプライアンスグループ

を設置するとともに、各営業店・本部各部の長をコンプライアンス担当者と
して設置し、コンプライアンスに関する情報の一元的管理を実施する。な
お、反社会的勢力への対応については、事務統括部コンプライアンスグルー
プがその一元的管理を行い、反社会的勢力による不当要求に対しては、担当
者や担当部署だけに任せることなく、取締役が適切に関与し組織全体として
対応する。マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止については経営の
最重要課題の一つと捉え、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策
に係る基本方針」を定め、関係法令を順守しつつ、機動性・実効性のある管
理態勢を構築する。
また、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会、その下部組織として

事務統括部担当取締役を長とするコンプライアンス連絡会を設置して、コン
プライアンスに関する事項について審議し、取締役・使用人の業務の適切性
を確保する体制とする。
取締役・使用人が人事部に設置している行内通報相談窓口に対して、法令

違反等の情報を通報することができる「内部通報制度」を設けている。
また、監査室は、適切な業務運営体制を確保すべく、「監査規程」に基づ

く内部監査を実施する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理が適切に行われるよう、

「文書取扱規程」、「文書の保存処分取扱規程」において、情報の保存及び管
理・処分等の方法に関する事項を定め、取締役はこれに従うものとする。

（3）損失の危機管理に関する規程その他の体制
統一的なリスク管理体制を確立するために、「リスク管理方針」、「リスク

管理基準」を定め、統合リスク管理の統括部署を総合企画部経営企画グルー
プとする。
また頭取を委員長とするリスク管理委員会を設置して、銀行業務全般に係

わるリスクを的確に認識して総合的に管理し、現在及び将来に向けて各種リ
スクを許容範囲内へと抑制し、経営の健全性を確保する体制を構築する。
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更に、当行の保有するすべての情報資産の適切な保護を実現するための安
全対策に関する基本方針として「セキュリティポリシー」を定めるととも
に、当行の保有する個人情報の適切な保護と利用を図るために「個人情報保
護規程」、「個人情報保護規程細則」を定める。
不測の事態が発生した場合には、必要に応じて緊急対策本部を設置するな

ど迅速な対応を行い、リスクの拡大を防止し、業務継続体制を維持する。
監査室は、「監査規程」に基づいて、リスクの種類及び程度に応じた監査

方針、重点事項等の監査基本計画の基本方針を取締役会で決定し、総合企画
部経営企画グループを含めた各リスク管理担当部署の適正性、適切性につい
て、独立した立場から監査を実施し、その結果については監査報告会に報告
することとする。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役・使用人の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制として、

「取締役会規程」、「経営会議規程」、「機構並びに事務分掌規程」、「職務権限
規程」を定める。

（5）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会はその職務の遂行に必要な場合は、監査室員を使用人として

監査等委員会の職務の遂行の補助を兼務させることができる。

（6）前号の補助使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立
性に関する事項ならびに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性に
関する事項
監査等委員会の前号の使用人は、監査等委員会の職務の執行を補助するも

のとし、その職務の執行の補助に関しては、監査等委員会の指揮命令下で遂
行する。なお、監査等委員会の前号の使用人の任命及び異動については、事
前に監査等委員会と協議する。

（7）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報
告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
すべての取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、「コン

プライアンス運用規程」に基づき、法令等の違反行為、当行に著しい損害を
及ぼすおそれのある事実、銀行法に定める不祥事件について、適時・適切に
監査等委員会に報告する。

（8）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
「コンプライアンスに関する報告・相談要領」に基づき、前号の報告をし

た者に対して、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止
する。
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（9）監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その
他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関わる方針に関す
る事項
監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払又は償還等の請求

をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合
を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

（10）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査等委員会と定期的に、当行が対処すべき課題、監査等

委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行
う。株主総会に付議する監査等委員選任議案の決定にあたっても、監査等委
員会と事前に協議する。
また、常勤監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務

の執行状況を把握するため、経営会議やリスク管理委員会、コンプライアン
ス委員会等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行
に関する重要な文書の閲覧や、必要に応じて取締役（監査等委員である取締
役を除く。）または使用人に報告を求めることができる。
なお、監査等委員会は、当行の監査法人である太陽有限責任監査法人から

会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を
図るものとする。
また、監査等委員会から求めがあるときは、監査室が監査等委員会へ協力

するものとする。

当該体制の運用状況の概要

当行は、業務の適正を確保するための体制の運用状況を定期的に取締役会
に報告し、必要に応じて見直しを行っている。
当事業年度における運用状況の概要は、次のとおりである。

（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することならびに効率的
に行われることの確保
取締役会を17回開催した。また、経営方針及び重要事項等の執行

に関する協議のため経営会議を25回開催したほか、監査報告会（頭
取を委員長）を４回、リスク管理委員会を12回（うち、不良債権処
理4回）、コンプライアンス連絡会を８回開催した。
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（2）リスク管理体制
リスク管理委員会は、各種リスクに関する対応方針の決定や、他の

各種リスク委員会（信用リスク委員会、ALM委員会、事務リスク・シ
ステムリスク委員会等）からの付議・報告等を行っている。また、重
要事項については取締役会に付議、または報告している。

（3）コンプライアンス態勢
年１回コンプライアンスプログラムをコンプライアンス連絡会で定

め、同連絡会で進捗状況をモニタリングしているほか、コンプライア
ンス違反の発生状況及び反社会的勢力等との取引の遮断などについて
も同連絡会で審議している。なお、重要事項については、コンプライ
アンス委員会及び取締役会に付議または報告をしている。

（4）監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保等
監査等委員は、監査室、リスク管理統括部署及び事務統括部コンプ

ライアンスグループと、原則として毎月情報交換を行っている。ま
た、監査等委員、監査法人、監査室とは、それぞれ四半期毎に情報交
換を行っている。
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■計算書類
第107期（2024

2025
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計別途積立金 繰越利益
剰 余 金

当期首残高 2,679 1,259 1,007 4,367 5,567 10,941
当期変動額
利益準備金の積立 27 △27 ―
剰余金の配当 △131 △131
当期純利益 921 921
自己株式の取得
土地再評価差額金
の取崩
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 27 ― 763 790
当期末残高 2,679 1,259 1,034 4,367 6,330 11,732

（単位：百万円）
株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本

合 計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △83 14,797 3,181 385 3,567 18,364
当期変動額
利益準備金の積立 ― ―
剰余金の配当 △131 △131
当期純利益 921 921
自己株式の取得 △6 △6 △6
土地再評価差額金
の取崩 ―

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △714 △5 △720 △720

当期変動額合計 △6 784 △714 △5 △720 64
当期末残高 △90 15,581 2,466 380 2,846 18,428
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券
については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法
による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定率法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ６年〜47年
その他 ３年〜20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、
リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残
価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
なお、該当するリース資産はありません。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計
士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022年４月14日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当
する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上してお
り、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に
基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する
債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち
必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施

しております。
（2）賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年
度に帰属する額を計上しております。

（3）役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額

のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
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（4）睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来

の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
６．収益の計上方法
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）
等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

７．消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

８．関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託の解約・償還に伴う差損益については、「有価証券利息配当金」に計上しております。ただし、投資信
託の期中収益分配金等が全体で損となる場合は、その金額を「国債等債券償還損」に計上しております。
当事業年度は、投資信託の期中収益分配金等が全体で益となるため、「有価証券利息配当金」に66百万円を計上

しております。

重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類

に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
貸倒引当金
（1）当事業年度に係る計算書類に計上した金額

貸倒引当金 2,479百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「５．引当金の計上基準」「（1）貸倒引当金」に記載しており
ます。

②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における債務者の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定に
おける債務者の将来の業績見通し」は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上で、各債務者の収益
獲得能力を個別に評価し、設定しております。

③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
各債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類に
おける貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
１．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権

は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証してい
るものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸
出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 745百万円
危険債権額 4,128百万円
三月以上延滞債権額 31百万円
貸出条件緩和債権額 482百万円
合計額 5,386百万円
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由に

より経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った

債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当
しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ず
る債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は貸倒引当金控除前の金額であります。

２．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協
会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。）に基づ
き金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自
由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、268百万円であります。

３．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（移管指針第１号
2024年７月１日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照
表計上額は、100百万円であります。

４．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券 5,961百万円

担保資産に対応する債務
借用金 3,900百万円

上記のほか、為替決済の取引の担保として、預け金1,500百万円を差し入れております。
また、その他の資産には、保証金36百万円が含まれております。
なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これ

により引き渡した商業手形はありません。
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５．当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、13,292百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のものが11,823百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず

しも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情
勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約
極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把
握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

６．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、
評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令

第119号）第２条第４号に定める地価税法第16条に規定する
地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するた
めに国税庁長官が公表した方法により算定した価額に基づい
て、時点の修正、画地修正等、合理的な調整を行って算出して
おります。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の
再評価後の帳簿価額の合計額との差額 495百万円

７．有形固定資産の減価償却累計額 2,670百万円
８．有形固定資産の圧縮記帳額 182百万円
９．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証

債務の額は1,542百万円であります。
10．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。

剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、
当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を利益準備金として計上しておりま
す。
当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、27百万円であります。
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（損益計算書関係）
減損損失
当事業年度における減損損失は、該当事項ありません。

（株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）
当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数 摘 要

発行済株式
普 通 株 式 22,034,500 ― ― 22,034,500
合 計 22,034,500 ― ― 22,034,500

自 己 株 式
普 通 株 式 197,847 10,891 ― 208,738 (注)
合 計 197,847 10,891 ― 208,738

（注）普通株式の自己株式の増加10,891株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

３．配当に関する事項
（1）当事業年度中の配当金支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たりの
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2024年５月28日
取締役会 普通株式 65 3.0 2024年３月31日 2024年６月３日

2024年11月８日
取締役会 普通株式 65 3.0 2024年９月30日 2024年11月29日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
2025年５月23日開催の取締役会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しており

ます。

株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たりの

配当額（円） 基 準 日 効力発生日

普通株式 109 利益剰余金 5.0 2025年３月31日 2025年５月30日
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当行は、預金業務、貸出業務、内国為替業務の他、代理業務、国債等公共債及び証券投資信託の窓口販
売、保険商品の窓口販売等の銀行業務を行っております。資金運用手段は国内の取引先及び個人への貸出金
であり、余剰資金については安全性の高い金融資産にて運用しております。資金調達手段は主に預金であ
り、コールマネー、借用金、社債等であります。これらについては金利変動のリスクを有しているため、総
合的管理（ALM）により取組方針を決定しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当行が保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客の債務不履行に

よってもたらされる信用リスクに晒されております。
有価証券は、株式、債券、投資信託及び組合出資金であり、目的別に売買目的、満期保有目的、その他有

価証券（売買・満期保有以外の目的）に分類して保有しており、各々が発行体の信用リスク、金利の変動リ
スク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
また、当行が有する金融負債は主として預金、コールマネー、日本銀行からの借用金、社債であり、支払

期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少または
消失し、当行が損失を被るリスク）の管理
当行は、与信業務の基本的な理念・指針・規準等を明示した「融資審査の規準（クレジットポリシー）」

に基づき、健全な資産の充実を図るため、債務者毎に財務内容、信用格付、与信額等についてのモニタリン
グを実施し、定期的に取締役会へ報告しています。また、一定金額以上の案件については「融資権限規程」
に基づき、信用格付毎に決裁権限額を定め、これを超過する案件については経営陣を含めた会議上で取組方
針を決定し、信用リスクを的確に認識・評価する体制を整備しております。
信用リスクに関わる管理は、業務統括部にて適正な与信管理体制の構築を行うこととし、さらに与信監査

部門（監査室）による与信管理状況の監査を実施しております。
有価証券は売買目的債券、満期保有債券は格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少

であります。また、その他有価証券についても格付の高い証券を対象とし、保有限度を定めリスクの分散を
図っております。



― 12 ―

②市場リスク（市場価格、金利等の変動リスク）の管理
当行は、「市場リスク管理方針」を定め、市場リスクに係るリスクを把握し、これを当行として取り得る

許容範囲に収めることによりリスクを限定し、適切な管理態勢の維持・向上に努めております。計測かつ管
理が可能なリスクについては、能動的に一定のリスクを取り、収益機会を捉えていきますが、計測または管
理が不可能なリスクは回避することを基本としています。
金利リスクについては、ALMによってギャップ分析や金利感応度分析等を用いてリスク量をモニタリン

グし、月次ベースでALM委員会へ、また、四半期ベースでリスク管理委員会へ報告しております。なお、
金利変動リスクをヘッジするデリバティブ取引は行っておりません。
価格変動リスクについては、「有価証券運用規程」ならびに「同細則」に基づき、ALM委員会にて継続的

に市場環境や財務状況をモニタリングしており、リスクの把握に努めております。
業務の運営にあたっては、可能な限りリスク量を把握し、迅速な対応が図れる体制とし、かつ、フロント

オフィス（市場部門：総合企画部市場金融グループ）・バックオフィス（事務管理部門：事務統括部事務グ
ループ）・ミドルオフィス（リスク管理部門：事務統括部事務グループ、ALM委員会）に分離した体制と
し、相互牽制の機能強化を図っております。
預金・コールマネー・借用金・社債・貸出金・有価証券の市場リスク量の計測については、分散共分散法

によるVaRを採用しており、計測モデルを使用して算出しております。また、それぞれの定量基準は、預
金・コールマネー・借用金・社債・貸出金が観測期間5年、保有期間1年、信頼区間99％、有価証券が観測
期間1年、保有期間3ヶ月、信頼区間99％を基準として採用しております。
上記の計測手法による2025年3月31日現在の市場リスク量は、預金・コールマネー・借用金・社債・貸

出金が659百万円、有価証券が3,399百万円（評価損益を考慮した場合は996百万円）、合計で4,058百万
円（評価損益を考慮した場合は1,655百万円）となります。
計測したVaRと実際の損益を比較するバック・テストを実施した結果、預金・コールマネー・借用金・社

債・貸出金、有価証券それぞれで使用している計測モデルは十分な精度を確保していると考えております。
ただし、当該リスク量は過去の相場変動に基づき統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を算

出しているため、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスク量は捕捉できない場
合があります。

③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当行は「流動性リスク管理方針」に基づき、ALM委員会において「緊急時の資金繰り」及び「向こう３

ヶ月の予想」を分析し、リスクコントロールを図っております。
また、流動性リスクを資金繰りリスク（運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必

要な資金確保が困難になる、又は、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損
失を被るリスク）と、市場流動性リスク（市場の混乱等により市場において取引ができなくなる、通常より
も著しく不利な価格での取引を余儀なくされるなどにより損失を被るリスク）と定義し、資金繰り管理部門
（事務統括部事務グループ）と流動性リスク管理部門（総合企画部市場金融グループ）へ分離した組織体制
を構築し相互牽制機能を確保しております。
資金繰りリスクについては、事務統括部事務グループが作成する「週間資金繰り予定表」をもとにした大

口資金移動等による資金繰りへの影響度の把握に加え、内部環境・外部環境の情報を総合的に分析して資金
繰りを予測し、リスクの軽減に努めております。また、万一資金繰りが危機事態に陥った場合でも、「コン
ティンジェンシープラン」を策定し、緊急時における態勢も整備しています。
市場流動性リスクについては内部環境・外部環境の動向を分析・評価し、リスクの所在・影響を把握する

とともに、分析結果を資金繰り管理部門へ還元しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。



― 13 ―

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市

場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金は、短
期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）有価証券
満期保有目的の債券 ― ― ―
その他有価証券 40,213 40,213 ―

（2）貸出金 195,341
貸倒引当金（＊） △2,464

192,877 194,395 1,517
資産計 233,091 234,609 1,517

（1）預金 234,902 234,684 △217
（2）借用金 3,900 3,900 ―

負債計 238,802 238,584 △217
（＊）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の
「その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額

非上場株式（＊1） 129
組合出資金（＊2） 14

(*１)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(*２)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号
2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度（2025年３月31日）

（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

その他有価証券
国債・地方債等 10,422 886 646 11,955
社債 ― 8,603 1,541 10,145
株式 8,759 ― ― 8,759
その他 1,588 398 7,365 9,352

資産計 20,771 9,888 9,554 40,213

（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度（2025年３月31日）

（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

貸出金 ― ― 194,395 194,395
資産計 ― ― 194,395 194,395

預金 ― 234,684 ― 234,684
借用金 ― 3,900 ― 3,900

負債計 ― 238,584 ― 238,584
(注１)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
(1) 有価証券

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類
しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。

主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解
約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準
価額を時価とし、観察可能なインプットに基づくものである場合にはレベル２、そうでない場合にはレベ
ル３としています。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額を信用リスクなどのリスク要因を織

り込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能であることからレベル３の時価
に分類しております。
一部の事業債、外国債券については、第三者等から入手した相場価格を時価としており、重要な観察で

きないインプットが用いられております。
当該時価はレベル３の時価に分類しております。

(2) 貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利

に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるもの
は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳
簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの

現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決
算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることか
ら、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は

帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
当該時価はレベル３の時価に分類しております。
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負 債
(1) 預金

要求払預金については、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。
また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在
価値により時価を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いて
おります。
当該時価はレベル２の時価に分類しております。

(2) 借用金
借用金については、約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。
当該時価はレベル２の時価に分類しております。

(注２)時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2025年３月31日）

区分 評価方法 重要な観察できない
インプット インプットの範囲 インプットの加重平均

有価証券
その他有価証券
私募債 割引現在価値法 割引率 0.01％-3.73％ 1.79％

(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期損益に認識した評価損益（2025年３月31日）
（単位：百万円）

期首
残高

当期の損益又はその他
有価証券評価差額金

購入、売
却、発行
及び決済
の純額

レベル３
の時価へ
の振替

レベル３
の時価か
らの振替

期末
残高

当期の損益
に計上した
額のうち貸
借対照表日
において保
有する金融
資産及び金
融負債の評
価損益

損益に計
上

その他有
価証券評
価差額金
に計上

有価証券
その他有価

証券
地方債 ― ― △0 647 ― ― 646 ―
事業債 100 △0 ― △100 ― ― ― ―
私募債 1,801 △0 △18 △240 ― ― 1,541 ―
外国債券 1,952 12 △8 △557 ― ― 1,398 ―
投資信託 7,833 59 △274 △1,651 ― ― 5,966 ―

(3) 時価の評価プロセスの説明
当行は総合企画部にて時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って時価を算定しておりま

す。算定された時価及びレベル分類については、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性を
検証しております。第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においては、インプットの確認や
当該商品のヒストリカルデータによる時価異常値確認等の適切な方法により、価格の妥当性を検証しておりま
す。

(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
割引率はスワップ・レート等の基準金利に信用スプレッドを上乗せした利率で算定しております。このイン

プットの著しい増加（減少）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。
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（有価証券関係）
貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」を記載しております。

１．売買目的有価証券（2025年３月31日現在）
該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券（2025年３月31日現在）
該当事項はありません。

３．その他有価証券（2025年３月31日現在）
種類 貸借対照表計上額（百万円） 取得原価（百万円） 差額（百万円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株 式 8,345 4,810 3,534
債 券 10,627 10,610 17
国 債 8,200 8,193 6
地 方 債 − − −
社 債 2,427 2,417 10

そ の 他 4,109 3,777 332
小 計 23,083 19,198 3,884

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株 式 414 437 △23
債 券 11,473 11,622 △149
国 債 2,222 2,275 △53
地 方 債 1,533 1,546 △13
社 債 7,717 7,799 △82

そ の 他 5,242 5,408 △165
小 計 17,130 17,468 △338

合 計 40,213 36,667 3,546

４．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
該当事項はありません。

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

株 式 1,814 332 54
債 券 16,857 − 737
国 債 5,637 − 233
地 方 債 185 − 14
社 債 11,033 − 489

そ の 他 5,785 351 243
合 計 24,457 683 1,035

６．減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の

時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないもの
については、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理
（以下「減損処理」という。）しております。
当事業年度における減損処理額は、該当ありません。
なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、事業年度末日の時価が取得原価に比べて50％

以上下落した場合は著しく下落したと判断し、30％以上50％未満下落している場合は発行会社の財務内容及
び過去の一定期間における時価の推移等を勘案して判断しております。



― 17 ―

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2025年３月31日現在）

該当事項はありません。

２．満期保有目的の金銭の信託（2025年３月31日現在）
該当事項はありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2025年３月31日現在）
該当事項はありません。

（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産
貸倒引当金 732百万円
有価証券評価損 3百万円
減価償却費 30百万円
その他 246百万円

繰延税金資産小計 1,012百万円
評価性引当額 △467百万円
繰延税金資産合計 545百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △1,079百万円

繰延税金負債合計 △1,079百万円
繰延税金負債の純額 △534百万円

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律（2025年法律第13号）」が2025年３月31日に成立したことに伴い、
2026年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。こ
れに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.4％から、2026年４
月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.3％となります。この税率変
更により、当事業年度の繰延税金資産は１百万円増加し、法人税等調整額は１百万円減少しております。再
評価に係る繰延税金負債は５百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。

(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
当事業年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

経常収益 6,717
うち役務取引等収益 584
うち預金・貸出業務 215
うち為替業務 179
うち代理業務 129
うち証券関連業務 46
うち保証業務 12
うち保護預り、貸金庫業務 1

なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
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（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 844円33銭
１株当たりの当期純利益金額 42円21銭

（持分法損益等）
１．関連会社に関する事項

当行は関連会社がないため、「持分法損益等」の該当事項はありません。

２．開示対象特別目的会社に関する事項
当行は開示対象特別目的会社がないため、「持分法損益等」の該当事項はありません。


